「ふくおか・みんなで家族月間」キャンペーン事業 業務委託公募仕様書

本仕様書は、「ふくおか・みんなで家族月間」キャンペーン事業の業務委託先を公募するに当たり、必要とする基本的事項について定めるものである。
本仕様書は業務の実施内容について示すものであるが、業務の性質上、当然実施しなければならないもの、及びこの仕様書に記載のない事項であっても、本業務を遂行するために必要な事項は全て実施するとともに、従事者にその内容を周知徹底し、業務の遂行に当たらなければならない。
なお、業務委託先選定後の委託契約締結に際して、別途、業務仕様書を示すこととする。

１　業務名称
「ふくおか・みんなで家族月間」キャンペーン事業に係る委託業務（以下「業務」という。）

２　業務の目的
子育ての楽しさ、子どもを育む家族のすばらしさを伝えるため、１１月の「ふくおか・みんなで家族月間」に、市町村、企業、店舗等と協働して「家族・子育て」をテーマとした催し等を実施し、その取組みを県民に広く広報する。
なお、若者に家族を持つことの大切さを考えてもらい、結婚へ導くため、１１月の「ふくおか・みんなで家族月間」の開始に合わせ、「結婚応援キャンペーン週間」を設け、福岡県出会い・結婚応援事業における出会いイベントを集中的に開催し、期間中の出会いイベントで成立したカップルや結婚された方への特典提供などに取り組む予定であり、本業務と連携して展開することで、社会全体で出会いから結婚、子育てまでを一貫して応援する機運を高めるものである。

３　業務の概要
　（１）　イベント開催団体の新規開拓業務等
（２）　協賛イベント情報の内容確認、公開処理
（３）　ポスター、チラシの作成、印刷等
（４）　キャンペーンの広報
（５）　業務報告、会計報告

４　業務の内容
（１） イベント開催団体の新規開拓業務等
　　・　１１月の「ふくおか・みんなで家族月間」に、市町村、企業、店舗等が開催する「家族・子育て」をテーマとしたイベントを、「ふくおか・みんなで家族月間」キャンペーン事業専用ページに３００件以上登録することを目標に、イベント開催団体の登録拡大に取り組むこと。あわせて、福岡県出会い・結婚応援事業における出会いイベントで成立したカップルや結婚された方への特典提供を行ってもらうよう働きかけること。
【例】食事券のプレゼント、結婚式のウェディングケーキのプレゼント、
新郎新婦の衣装代等の割引、賃貸の仲介手数料の割引　等
　　・　上記業務目標を達成するための取組について具体的に提案すること。（必須）
（２）　協賛イベント情報の内容確認、公開処理
　　　 ・　「ふくおか・みんなで家族月間」キャンペーン事業専用ページにて、イベント開催団体が登録した協賛イベント情報について、登録内容の確認及び公開処理を行うこと（本業務は、本年９月下旬から１０月中旬に実施予定。）。

（３）　ポスター、チラシの作成、印刷等
・　ポスターはＢ２サイズ、１，０００部以上とすること。
・　チラシはＡ４サイズ、両面カラー、１５，０００部以上とすること。
・　チラシには、音声コードの作成、貼り込み、切り欠き加工を行うこと。
・　ポスター、チラシには、「結婚応援キャンペーン週間」の内容を掲載すること。
・ チラシ１５，０００部のうち、２，４００部については、３０部ごとに間紙を挟み込み、４，０００部については、１０部ごとに間紙を挟み込むこと（残りの８，６００部については、間紙は不要。）。
※ ポスター、チラシの発送に関する業務（仕分・梱包・発送）は、県にて行う。
・　ポスター、チラシの部数、デザイン案を具体的に示すこと。デザインは子育ての楽しさ、家
族のすばらしさが伝わるようなものとし、家族月間のロゴマークを使用すること。
・　デザインの校正は少なくとも２回行うこと。
・　ポスター、チラシのデザインをベースに、「ふくおか・みんなで家族月間」キャンペーン事業専用ページに掲載するバックデザイン及びバナーデザインを作成すること（コーディング作業は県にて行う。）。
　
（４）　キャンペーンの広報
・ 啓発活動の企画・運営
①　実施日
　　 本年１０月下旬から１１月までの期間内
②　実施内容
　　 子育て家庭や家族連れが多く集まる場所において、県内４地域（北九州、福岡、筑後、筑豊）全ての県民に等しくキャンペーン活動を知らしめることができるイベントの開催、街頭啓発活動等
※  啓発活動の中で、福岡県出会い・結婚応援事業の広報物も配架すること。
※　啓発活動に係る企画、準備、諸手続等については受託者が責任をもって行うこと。
　　・　上記業務に係る取組について具体的に提案すること。（必須）
・　その他、県民にキャンペーンを広くかつ効率的に周知するための広報について提案するこ
と。（必須）
【例】イベント等での啓発活動
子育て家庭をターゲットとした雑誌、ＳＮＳ等の媒体を活用した広報の取組　　等

（５）　業務報告、会計報告
・　広報活動の実績等について、適宜県に報告を行うこと。
・　会計報告については、業務終了後の実績報告書により報告を行うこと。

５　その他   
・ 提案に当たっては、斬新でかつ本事業の目的が達成されるよう工夫に努めること。
・　福岡県出会い・結婚応援事業の事務局と十分に連携すること。
[bookmark: _GoBack]・ 業務運営に当たっては、個人情報の管理に十分注意するとともに、業務上知り得た情報を漏えいしてはならない。
・ 業務運営に当たって利用する人物などの著作権や肖像権等の権利関係は、受託者において処理するものとする。また、第三者の商標権、肖像権、著作権その他の諸権利を侵害するものではないことを保証することとし、第三者の権利を侵害していた場合に生じる一切の責任は、受託者が負うものとする。
・ 本業務において作成したデータやイラスト、文書等の著作権は、全て県に帰属するものとする。
・　業務の各過程においては、県と十分な協議、連携の上、行うこと。
